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梅
雨
の
季
節
で
す
が
、
既
に
三
十
度
を

超
え
た
日
も
あ
り
ま
す
。
天
候
不
順
で
す
。

く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

   

「
尾
張
名
古
屋
・
歴
史
街
道
を
行
く
ー

社
寺
・
城
郭
・
尾
張
藩
幕
末
史
—
」
を
お

送
り
し
て
い
る
今
年
か
ら
の
か
わ
ら
版
。
今

月
は
国
分
寺
と
国
分
尼
寺
に
つ
い
て
で
す
。

★
氏
族
仏
教
か
ら
国
家
仏
教
へ

   

日
本
へ
の
仏
教
公
伝
は
五
三
八
年
で
す

（
五
五
二
年
説
も
あ
り
ま
す
）
。
当
初
は

氏
族
仏
教
で
し
た
が
、
六
四
五
（
大
化
二
）

年
の
仏
教
興
隆
の
詔
を
機
に
朝
廷
が
認
め

る
国
家
仏
教
に
転
じ
て
い
き
ま
す
。

   

四
十
五
代
聖
武
天
皇
の
頃
、
平
城
京
で

疫
病
が
蔓
延
し
、
民
衆
に
は
不
安
が
広
が

り
ま
し
た
。

   

こ
れ
を
払
拭
す
べ
く
、
七
四
一
（
天
平

十
三
）
年
、
聖
武
天
皇
は
各
地
の
国
府
に

国
分
寺
・
国
分
尼
寺
建
立
の
詔
を
発
し
ま

す
。

★
国
分
寺

   

続
日
本
紀
に
は
、
尾
張
国
の
国
府
の
場

所
は
鵜
沼
川
（
木
曽
川
）
下
流
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

   

尾
張
国
分
寺
は
矢
合
町
（
や
わ
せ
ち
ょ

う
）
椎
ノ
木
辺
り
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
三

宅
川
左
岸
の
北
東
方
向
、
自
然
堤
防
上
に

国
府
推
定
地
（
尾
張
大
国
霊
神
社
付
近
）

が
あ
り
ま
す
。
他
の
国
府
と
国
分
寺
の
位

置
関
係
に
比
べ
る
と
か
な
り
遠
く
に
建
立

さ
れ
た
印
象
で
す
。
国
府
域
が
広
か
っ
た

と
も
言
え
ま
す
。

   
矢
合
の
畑
の
中
に
国
分
寺
址
の
石
碑
が

あ
り
、
寺
域
は
大
規
模
で
、
金
堂
・
講
堂
・

塔
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
金
堂
・

講
堂
・
南
大
門
が
南
北
一
直
線
に
並
び
、
金

堂
左
右
に
回
廊
が
あ
り
、
そ
の
東
に
塔
が

配
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

   

日
本
紀
略
に
は
、
八
八
四
（
元
慶
八
）
年

に
尾
張
国
分
寺
が
焼
失
し
、
国
分
寺
を
愛

智
郡
の
願
興
寺
に
移
し
た
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
願
興
寺
は
十
世
紀
に
は
衰
退
し
て

廃
寺
に
至
り
ま
す
。

   

そ
の
後
の
変
遷
は
不
詳
で
す
が
、
創
建

時
の
遺
構
北
方
に
お
い
て
、
円
興
寺
か
ら

改
称
し
た
国
分
寺
が
法
燈
を
伝
承
し
て
い

ま
す
。
創
建
期
の
国
分
寺
跡
の
北
に
位
置

し
ま
す
。
円
興
寺
と
願
興
寺
の
関
係
は
不

詳
で
す
。

   

円
興
寺
は
十
四
世
紀
の
創
建
で
、
開
基

は
大
照
和
尚
、
覚
山
和
尚
、
柏
庵
宗
意
と

諸
説
あ
り
ま
す
。

   

木
造
釈
迦
如
来
坐
像
が
大
小
二
体
あ
り
、

い
ず
れ
も
宝
髻
を
結
い
、
宝
冠
を
い
た
だ

く
の
で
、
宝
冠
釈
迦
像
と
呼
ば
れ
ま
す
。

寺
の
南
に
熱
田
神
宮
の
神
領
で
あ
る
鈴
置

郷
が
あ
っ
た
た
め
、
檜
材
寄
木
造
り
の
熱

田
大
宮
司
夫
妻
坐
像
も
伝
わ
り
ま
す
。

   

円
興
寺
は
か
つ
て
北
方
の
一
本
松
の
地

に
あ
り
ま
し
た
が
、
十
七
世
紀
初
頭
に
矢

合
城
址
の
現
在
地
に
移
り
、
そ
の
際
に
旧

国
分
寺
の
釈
迦
堂
（
国
分
寺
堂
）
が
椎
ノ

木
か
ら
境
内
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

   

旧
国
分
寺
の
本
尊
と
さ
れ
る
薬
師
如
来

像
も
安
置
さ
れ
、
の
ち
に
円
興
寺
の
本
尊

と
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
旧

国
分
寺
の
継
承
寺
院
と
な
り
ま
し
た
。

   

江
戸
時
代
の
尾
張
名
所
図
会
で
は
、
近

隣
の
円
光
寺
（
萩
寺
）
と
と
も
に
「
両
円

こ
う
寺
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
後

に
円
興
寺
改
め
国
分
寺
と
な
り
ま
す
。

★
四
楽
寺

   

い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
国
分
寺
の

周
り
に
は
徐
々
に
寺
院
が
増
え
て
い
き
ま

す
。
最
初
は
南
都
六
宗
の
寺
院
が
創
建
さ

れ
、
や
が
て
最
澄
、
空
海
が
平
安
仏
教
の

礎
を
築
く
と
、
天
台
宗
、
真
言
宗
の
寺
院

が
建
立
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

   

尾
張
国
は
奈
良
や
京
都
、
比
叡
山
、
高

野
山
に
近
い
こ
と
が
影
響
し
、
南
都
六
宗
、

天
台
宗
、
真
言
宗
の
寺
院
が
他
国
よ
り
も

早
く
、
か
つ
多
数
建
立
さ
れ
、
全
国
で
最

も
寺
院
数
が
多
い
地
域
と
な
っ
て
い
き
ま

す
。

   

旧
国
分
寺
の
東
西
南
北
に
は
四
楽
寺
と

呼
ば
れ
た
末
寺
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
北

方
の
安
楽
寺
、
東
方
の
平
楽
寺
、
南
方
の

長
楽
寺
、
西
方
の
正
楽
寺
で
す
。
長
楽
寺

の
後
継
は
現
在
の
長
歴
寺
で
す
。

★
国
分
尼
寺

   

国
分
尼
寺
が
建
立
さ
れ
た
場
所
は
国
分

寺
跡
か
ら
北
西
に
半
里
弱
の
法
花
寺
町
辺

り
で
す
。

   

近
く
に
あ
る
法
華
寺
が
国
分
尼
寺
を
伝

承
す
る
と
の
説
も
あ
り
ま
す
。

   

こ
れ
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
尾
張
藩
士

で
国
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
天
野
信

景
が
著
作
「
塩
尻
」
の
中
で
「
国
分
尼
寺

の
名
残
が
法
花
寺
村
の
法
華
寺
に
あ
た

る
」
と
記
し
て
以
来
の
説
で
す
。

   

九
八
八
（
永
延
二
）
年
の
尾
張
国
郡
司

百
姓
等
解
文
、
一
〇
〇
九
（
寛
弘
六
）
年

の
大
江
匡
房
奏
状
に
お
い
て
国
分
尼
寺
修

造
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
国
分
寺
よ
り

長
く
十
一
世
紀
ま
で
は
存
続
し
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

   

そ
の
後
の
経
緯
は
不
詳
で
す
が
、
寺
伝

に
よ
れ
ば
永
正
年
間
（
一
五
〇
四
～
二
一

年
）
に
無
味
禅
公
が
才
赦
桂
林
を
招
い
て

尼
寺
跡
地
に
堂
宇
を
建
て
、
国
鎮
寺
と
号

し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
織
田
氏
の
兵

火
に
遭
っ
た
も
の
の
、
残
っ
た
小
堂
を
現

在
地
に
移
し
、
後
に
法
華
寺
と
改
称
し
ま

し
た
。

   

法
華
寺
か
ら
西
へ
半
里
弱
の
位
置
に
建

仁
年
間
（
一
二
〇
一
～
〇
四
年
）
創
建
の

善
応
寺
が
あ
り
ま
す
。
織
田
信
長
の
鉄
砲

隊
長
で
あ
っ
た
道
求
一
把
が
再
興
し
た
と

伝
わ
り
ま
す
。
こ
の
地
域
に
は
尾
張
氏
や

織
田
氏
と
の
由
来
が
伝
わ
る
社
寺
が
多
数

あ
り
ま
す
。

   

善
応
寺
の
南
東
一
里
弱
の
位
置
に
長
暦

寺
が
あ
り
ま
す
。
上
述
の
と
お
り
、
四
楽

寺
の
ひ
と
つ
長
楽
寺
の
法
燈
を
継
承
す
る

寺
院
で
す
。

★
斯
波
氏
と
織
田
氏

   

国
府
、
国
分
寺
、
国
分
尼
寺
と
揃
っ
た

尾
張
国
。
都
に
も
近
く
、
豊
か
な
尾
張
国

の
守
護
と
し
て
斯
波
氏
が
任
命
さ
れ
ま
す
。

来
月
は
斯
波
氏
と
織
田
氏
に
つ
い
て
で
す
。

乞
ご
期
待
。




